
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
都
市
計
画
課
） 

一

〇
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出 

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
） 

一

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
九
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
二
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

大
崎
市
古
川
南
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
崎
市
古
川
米
倉
字
屋
敷
四
十
二
番
地
の
一

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
九
年
一
月
二
十
九
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
八
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土

地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
九
月
二
日

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

所　

長　
　

齋　
　

藤　
　

俊　
　

夫　
　
　

（1）　 平成20年９月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1988号　　 

発　　　　行

宮 城 県
(総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)

届
出
者
の
名
称

亘
理
土
地
改
良
区

亘
理
土
地
改
良
区

亘
理
土
地
改
良
区

亘
理
土
地
改
良
区

亘
理
土
地
改
良
区

亘
理
土
地
改
良
区

亘
理
土
地
改
良
区

亘
理
土
地
改
良
区

亘
理
土
地
改
良
区

地　

区　

名

木
倉

小
山

小
平

花
釜

小
山

牛
袋

荒
浜

亘
理
第
一

榎
袋

事　

業　

の　

名　

称

元
気
な
地
域
づ
く
り
整
備
交
付
金

（
農
業
生
産
の
基
盤
の
整
備
）

小
規
模
土
地
改
良
事
業（
県
単
独
）

か
ん
が
い
排
水
事
業

か
ん
が
い
排
水
事
業

か
ん
が
い
排
水
事
業

か
ん
が
い
排
水
事
業

か
ん
が
い
排
水
事
業

か
ん
が
い
排
水
事
業

か
ん
が
い
排
水
事
業

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
六
日

平
成
十
年
三
月
二
十
六
日

平
成
九
年
三
月
二
十
六
日

平
成
七
年
三
月
二
十
八
日

平
成
七
年
三
月
二
十
八
日

平
成
六
年
三
月
二
十
八
日

平
成
六
年
三
月
二
十
八
日

平
成
二
年
三
月
二
十
九
日

昭
和
六
十
三
年
三
月
二
十
九
日


